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【 現行の消費者契約法と消費者契約法日弁連改正試案（2014年版）の条文対照表 】   
現行の消費者契約法 消費者契約法日弁連改正試案（2014年版） 

（目的） 
第１条 

この法律は，消費者と事業者との間の情報

の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ，

事業者の一定の行為により消費者が誤認し，

又は困惑した場合について契約の申込み又は

その承諾の意思表示を取り消すことができる

こととするとともに，事業者の損害賠償の責

任を免除する条項その他の消費者の利益を不

当に害することとなる条項の全部又は一部を

無効とするほか，消費者の被害の発生又は拡

大を防止するため適格消費者団体が事業者等

に対し差止請求をすることができることとす

ることにより，消費者の利益の擁護を図り，

もって国民生活の安定向上と国民経済の健全

な発展に寄与することを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 
  この法律において「消費者」とは，個人（事

業として又は事業のために契約の当事者と

なる場合におけるものを除く。）をいう。 
２ この法律（第４３条第２項第２号を除

く。）において「事業者」とは，法人その

他の団体及び事業として又は事業のために

契約の当事者となる場合における個人をい

う。 
３ この法律において「消費者契約」とは，

消費者と事業者との間で締結される契約を

いう。 
４（省略） 

 
（事業者及び消費者の努力） 
第３条 
  事業者は，消費者契約の条項を定めるに

当たっては，消費者の権利義務その他の消

費者契約の内容が消費者にとって明確かつ

平易なものになるよう配慮するとともに，

消費者契約の締結について勧誘をするに際

しては，消費者の理解を深めるために，消

費者の権利義務その他の消費者契約の内容

についての必要な情報を提供するよう努め

なければならない。 

（目的） 

第１条 

 この法律は，消費者と事業者との間の情報

の質及び量並びに交渉力等の格差にかんが

み，事業者の一定の行為により消費者が誤認

し，又は困惑した場合について契約の申込み

又はその承諾の意思表示を取り消すことがで

きること，事業者の損害賠償の責任を免除す

る条項その他の消費者の利益を不当に害する

こととなる条項の全部又は一部を無効とする

こと等のほか，消費者の被害の発生又は拡大

を防止するため適格消費者団体が事業者等に

対し差止請求をすることができることとする

ことにより，消費者の利益の擁護を図り，も

って国民生活の安定向上と国民経済の健全な

発展に寄与することを目的とする。 
 
（定義） 

第２条 

  この法律において「消費者」とは，個人（事

業に直接関連する取引をするために契約の当

事者となる場合における個人を除く。）をいう。 

２ この法律（第４３条第２項第２号を除く。）

において「事業者」とは，法人その他の団体及

び事業に直接関連する取引をするために契約

の当事者となる場合における個人をいう。 

３ この法律において「消費者契約」とは，消費

者と事業者との間で締結される契約をいう。

４（省略） 

 

（情報提供義務・説明義務） 

第３条  

  事業者は，消費者契約の締結に先立ち，又は

締結の際に，消費者に対し，当該契約に関する

事項であって，次の各号に掲げるものについ

て，その情報を提供し，説明しなければならな

い。 

一 当該消費者契約を締結するか否かに関し

て消費者の判断に通常影響を及ぼすべきも

の 

二 当該消費者契約を締結するか否かに関し

て当該消費者の判断に特に影響を及ぼすも

の（当該消費者の当該判断に特に影響を及ぼ

すものであることを当該事業者が当該消費

者契約時に知り，又は知ることができる場合

に限る。） 
２ 前項の場合には，事業者は，消費者が通
常理解することができる方法及び程度で，
情報を提供し，説明をしなければならない。 
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２ 消費者は，消費者契約を締結するに際し

ては，事業者から提供された情報を活用し，
消費者の権利義務その他の消費者契約の内
容について理解するよう努めるものとす
る。 

 
（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表
示の取消し） 
第４条 

 消費者は，事業者が消費者契約の締結に
ついて勧誘をするに際し，当該消費者に対
して次の各号に掲げる行為をしたことによ
り当該各号に定める誤認をし，それによっ
て当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは，これを取り消すこ
とができる。 

一 重要事項について事実と異なることを告
げること。  

当該告げられた内容が事実であるとの誤
認 

二 物品，権利，役務その他の当該消費者契
約の目的となるものに関し，将来における
その価額，将来において当該消費者が受け
取るべき金額その他の将来における変動が
不確実な事項につき断定的判断を提供する
こと。  

当該提供された断定的判断の内容が確実
であるとの誤認 

２ 消費者は，事業者が消費者契約の締結に
ついて勧誘をするに際し，当該消費者に対
してある重要事項又は当該重要事項に関連
する事項について当該消費者の利益となる
旨を告げ，かつ，当該重要事項について当
該消費者の不利益となる事実（当該告知に
より当該事実が存在しないと消費者が通常
考えるべきものに限る。）を故意に告げな
かったことにより，当該事実が存在しない
との誤認をし，それによって当該消費者契
約の申込み又はその承諾の意思表示をした
ときは，これを取り消すことができる。た
だし，当該事業者が当該消費者に対し当該
事実を告げようとしたにもかかわらず，当
該消費者がこれを拒んだときは，この限り
でない。 

ただし，当該消費者が理解することが困難で
あると認められる事情があり，かつ，当該事
業者が当該消費者契約締結時に当該事情を知
り，又は知ることができる場合には，当該事業
者は，当該消費者が理解することができる方法
及び程度で，情報を提供し，説明しなければな
らない。 

 
（削除） 

 
 
（誤認惹起行為） 
第４条 
  消費者は，事業者が消費者契約の締結に先立
ち又は締結の際に，当該消費者に対して次の各
号に掲げる行為をしたことにより当該各号に
定める誤認をし，それによって当該消費者契約
の申込み又は承諾の意思表示をしたときは，こ
れを取り消すことができる。  

        
一 重要事項について事実と異なることを告げ
ること。 当該告げられた内容が真実であると
の誤認 

 
二 物品，権利，役務その他の当該消費者契約の
目的となるものに関し，不確実な事項につき断
定的判断を提供すること。 当該提供された断
定的判断の内容が確実であるとの誤認 

 
 
 
 
 
２ 消費者は，事業者が消費者契約の締結に

先立ち，又は締結の際に，当該消費者に対
してある重要事項又は当該重要事項に関連
する事項について当該消費者の利益となる
旨を告げ，かつ，当該重要事項について当
該消費者の不利益となる事項（当該告知に
より当該事項が存在しないと消費者が通常
考えるべきものに限る。）を告げなかった
ことにより，当該事項が存在しないとの誤
認をし，それによって当該消費者契約の申
込み又は承諾の意思表示をしたときは，こ
れを取り消すことができる。ただし，当該
事業者が当該消費者に対し当該事実を告げ
ようとしたにもかかわらず，当該消費者が
これを拒んだときは，この限りでない。 
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４ 第１項第１号及び第２項の「重要事項」

とは，消費者契約に係る次に掲げる事項で
あって消費者の当該消費者契約を締結する
か否かについての判断に通常影響を及ぼす
べきものをいう。 

一 物品，権利，役務その他の当該消費者契
約の目的となるものの質，用途その他の内
容 

二 物品，権利，役務その他の当該消費者契
約の目的となるものの対価その他の取引条
件 

５ 第１項から第３項までの規定による消費
者契約の申込み又はその承諾の意思表示の
取消しは，これをもって善意の第三者に対
抗することができない。 

 
第４条 
３ 消費者は，事業者が消費者契約の締結に

ついて勧誘をするに際し，当該消費者に対
して次に掲げる行為をしたことにより困惑
し，それによって当該消費者契約の申込み
又はその承諾の意思表示をしたときは，こ
れを取り消すことができる。 

一 当該事業者に対し，当該消費者が，その
住居又はその業務を行っている場所から退
去すべき旨の意思を示したにもかかわら
ず，それらの場所から退去しないこと。 

二 当該事業者が当該消費者契約の締結につ
いて勧誘をしている場所から当該消費者が
退去する旨の意思を示したにもかかわら
ず，その場所から当該消費者を退去させな
いこと。 

 
５ 第１項から第３項までの規定による消費
者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取
消しは，これをもって善意の第三者に対抗す
ることができない。 
 
 
（新設） 
 
 
 

 
３ 第１項第１号及び前項の「重要事項」とは，
消費者の当該消費者契約を締結するか否かに
ついての判断に通常影響を及ぼすべきものを
いう。  

  
 
 
 
 
 

４ 第１項及び第２項の規定による消費者契
約の申込み又はその承諾の意思表示の取消
しは，これをもって善意で，かつ，過失が
ない第三者に対抗することができない。 

 
（困惑惹起行為） 
第５条 
  消費者は，事業者が消費者契約の締結に先立
ち，又は締結の際に，当該消費者に対して次の
各号に掲げる行為をしたことにより困惑し，そ
れによって当該消費者契約の申込み又は承諾
の意思表示をしたときは，これを取り消すこと
ができる。 

一 当該事業者に対し，当該消費者が，その住居
又は業務を行っている場所から退去すべき旨
の意思を示したにもかかわらず，それらの場所
から退去しないこと。 

二 当該事業者が当該消費者契約の締結につい
て勧誘をしている場所から当該消費者が退去
する旨の意思を示したにもかかわらず，その場
所から当該消費者を退去させないこと。 

三 当該事業者が，当該消費者に対して，威迫す
る言動，不安にさせる言動，迷惑を覚えさせる
ような仕方その他心理的な負担を与える方法
で勧誘すること。   

 
２ 前条第４項の規定は前項の場合に準用する。 

（つけ込み型不当勧誘） 
第６条 

 消費者は，事業者が，当該消費者の困窮，
経験の不足，知識の不足，判断力の不足その
他の当該消費者が消費者契約を締結するかど
うかを合理的に判断することができない事情
があることを不当に利用して，当該消費者に
消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をさ
せたときは，これを取り消すことができる。

２ 第４条第４項の規定は前項の場合に準用
する。 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（不当勧誘行為と損害賠償義務） 
第７条 
 事業者が，消費者契約の締結に先立ち，又は締
結の際に，次の各号に掲げる行為その他の消費者
の権利又は利益を侵害する勧誘行為（以下「不当
勧誘行為」という。）を行った場合，当該消費者
は，当該事業者に対し，これによって生じた損害
の賠償を請求することができる。ただし，当該事
業者に故意又は過失がない場合は，この限りでは
ない。 
一 第３条第１項又は第３条第２項の規定に反
する行為を行うこと。 

二 当該消費者契約の締結の勧誘の要請をして
いない消費者に対し，訪問，電話，ファクシ
ミリ装置を用いた送信又は電子メール等の送
信により，当該消費者契約の締結について勧
誘すること。 

三 当該消費者契約を締結しない旨の意思を表
示した消費者に対し，当該消費者契約の締結
について勧誘すること。 

四 当該消費者の契約締結の目的，当該契約の
必要性，知識，経験，理解力，財産の状況等
に照らして不適当な契約を勧誘する行為 

五 第４条第１項，第４条第２項，第５条第１
項又は第６条第１項に該当する行為を行うこ
と。 

 

（消費者公序） 
第８条 
  消費者契約が公の秩序又は善良の風俗に反
するか否かを判断するに当たっては，消費者と
事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力
の格差の存在，当該消費者契約の目的及び内容
並びに締結に至る経緯その他一切の事情を考
慮するものとする。 

２ 事業者に過大な利益を得させ，又は，消費者
に過大な不利益を与える法律行為が，当該事業
者が当該消費者に対して不当勧誘行為を行っ
たことによってなされたものであるときは，公
の秩序又は善良の風俗に反し無効とする。 
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（媒介の委託を受けた第三者及び代理人） 
第５条 
１ 前条の規定は，事業者が第三者に対し，当

該事業者と消費者との間における消費者契約

の締結について媒介をすることの委託（以下

この項において単に「委託」という｡）をし，

当該委託を受けた第三者（その第三者から委

託（二以上の段階にわたる委託を含む｡）を受

けた者を含む。以下「受託者等」という｡）が

消費者に対して同条第１項から第３項までに

規定する行為をした場合について準用する。

この場合において，同条第２項ただし書中「当

該事業者」とあるのは，「当該事業者又は次条

第１項に規定する受託者等」と読み替えるも

のとする。 
２ 消費者契約の締結に係る消費者の代理人

（復代理人（二以上の段階にわたり復代理人

として選任された者を含む。）を含む。以下同

じ。），事業者の代理人及び受託者等の代理人

は，前条第１項から第３項まで（前項におい

て準用する場合を含む。次条及び第７条にお

いて同じ｡）の規定の適用については，それぞ

れ消費者，事業者及び受託者等とみなす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（解釈規定） 
第６条 
 第４条第１項から第３項までの規定は，こ
れらの項に規定する消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示に対する民法（明治２９
年法律第８９号）第９６条の規定の適用を妨
げるものと解してはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（媒介の委託を受けた第三者及び代理人） 
第９条 
  第４条から第６条までの規定及び民法（明
治２９年法律第８９号）第９６条第１項の規
定のうち詐欺による意思表示の取消しの規定
は，事業者が第三者に対し，当該事業者と消費
者との間における消費者契約の締結について
媒介をすることの委託（以下この項において単
に「委託」という｡）をし，当該委託を受けた
第三者（その第三者から委託を受けた者（二以
上の段階にわたる委託を受けた者を含む｡）を
含む。次項において「受託者等」という｡）が
消費者に対して第４条から第６条までに規定
する行為及び民法第９６条第１項に規定する
詐欺行為をした場合について準用する。 

 
２ 消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復
代理人（二以上の段階にわたり復代理人として
選任された者を含む）を含む。以下同じ。），事
業者の代理人及び受託者等の代理人は第４条
から第６条までの規定及び民法第９６条第１
項（前項において準用する場合を含む。次条及
び第１１条において同じ｡）の適用については，
それぞれ消費者，事業者及び受託者等とみな
す。 

３ 第４条から第６条までの規定及び民法第
９６条第１項の規定のうち詐欺による意思
表示の取消しの規定は，第三者が消費者に
対して第４条から第６条までに規定する行
為又は民法第９６条第１項に規定する詐欺
行為を行い，当該消費者が当該消費者契約
の申込み又は承諾の意思表示をした場合に
おいて，当該第三者が第４条から第６条ま
でに規定する行為又は民法第９６条第１項
に規定する詐欺行為をしたことを当該事業
者が知っていたとき又は知ることができた
ときについて準用する。 

 
（解釈規定） 

第１０条 

第４条から第６条までの規定は，これらに規定

する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表

示に対する民法第９６条の規定の適用を妨げる

ものと解してはならない。 
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（取消権の行使期間等） 
第７条 
  第４条第１項から第３項までの規定によ

る取消権は，追認をすることができる時か
ら６箇月間行わないときは，時効によって
消滅する。当該消費者契約の締結の時から
５年を経過したときも，同様とする。 

２ 会社法 （平成１７年法律第８６号）その
他の法律により詐欺又は強迫を理由として
取消しをすることができないものとされて
いる株式若しくは出資の引受け又は基金の
拠出が消費者契約としてされた場合には，
当該株式若しくは出資の引受け又は基金の
拠出に係る意思表示については，第４条第
１項から第３項まで（第５条第１項におい
て準用する場合を含む。）の規定によりそ
の取消しをすることができない。 

 

 

（新設） 

 

 

 
 
 

（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（取消権の行使期間等） 

第１１条 

  この法律の規定による取消権は，取消しの原

因となっていた状況（心理的な影響を含む。）

が消滅した時から３年間これを行使しないと

きは，時効によって消滅する。当該消費者契約

の締結の時から１０年を経過したときも，同様

とする。 

２ 会社法（平成１７年法律第８６号）その他の

法律により詐欺又は強迫を理由として取消し

をすることができないものとされている株式

若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費

者契約としてされた場合には，当該株式若しく

は出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表

示については，第４条第１項及び第２項，第５

条第１項並びに第６条第１項（第９条各項にお

いて準用する場合を含む。）の規定によりその

取消しをすることができない。 

 
（追認及び法定追認の排除） 

第１２条 

民法第１２２条から第１２５条までの規定は，

この法律の規定による意思表示の取消しについ

ては適用しない。 

 

（消費者契約約款） 

第１３条 

  この法律において，「消費者契約約款」とは，

名称や形態のいかんを問わず，事業者が多数の

消費者契約に用いるためにあらかじめ定式化

した契約条項の総体をいう。 

２ 消費者契約約款は，事業者が契約締結時まで

に消費者にその消費者契約約款を提示して（以

下「開示」という。），当事者の双方がその消費

者契約約款を当該消費者契約に用いることに

合意したときは，当該消費者契約の内容とな

る。 

３ 消費者契約の性質上，契約締結時までに消費

者契約約款を開示することが著しく困難な場

合において，事業者が，消費者に対し契約締結

時に消費者契約約款を用いる旨の表示をし，か

つ，契約締結時までに，消費者契約約款を消費

者が知ることができる状態に置いたときは，当

該消費者契約約款は当該契約締結時に開示さ

れたものとみなす。 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（事業者及び消費者の努力） 

第３条 
 事業者は，消費者契約の条項を定めるに当 
たっては，消費者の権利義務その他の消費者 
契約の内容が消費者にとって明確かつ平易な 
ものになるよう配慮するとともに，消費者契 
約の締結について勧誘をするに際しては，消 
費者の理解を深めるために，消費者の権利義 
務その他の消費者契約の内容についての必要 
な情報を提供するよう努めなければならない 
 
 
（新設） 
 
 
 
 

 
４ 消費者契約の類型及び交渉の経緯等に照

らし，消費者にとって予測することができ
ない消費者契約約款の条項は契約の内容と
ならない。 

５ 消費者契約約款が第２項又は第３項の規定
によって消費者契約の内容となっている場合
において，次の各号に掲げる要件の全てを満た
す場合には，事業者は，消費者の個別の同意を
得ることなく，契約内容の変更をすることがで
きる。 
一 当該消費者契約約款の内容を画一的に変

更すべき合理的な必要性があること。 
二 当該消費者契約約款を使用した消費者契

約が現に多数あり，全ての消費者から契約内
容の変更についての同意を得ることが著し
く困難であること。 

三 第一号の必要性に照らして，当該消費者契
約約款の変更の内容が合理的であり，かつ，
変更の範囲及び程度が相当なものであるこ
と。 

四 当該消費者契約約款の変更の内容が消費
者に不利益なものである場合にあっては，そ
の不利益の程度に応じて適切な措置が講じ
られていること。 

６ 前項の消費者契約約款の変更は，事業者が，
消費者に対し，約款を変更する旨及び変更後の
約款の内容を約款変更時までに提示すること
により効力を生ずるものとする。ただし，契約
の性質上，変更後の約款を提示することが困難
な場合にあっては，事業者が，消費者において，
変更後の約款を容易に知ることができる状態
に置き，かつ，変更後の約款を知るための方法
を消費者に通知することにより，効力を生ずる
ものとする。 

 

（契約条項の明確化・平易化） 

第１４条 

  事業者は，消費者契約の条項を定めるにあた

っては，消費者の権利義務その他の消費者契約

の内容について消費者にとって明確かつ平易

な表現を用いなければならない。 

 

 

（契約条項の解釈準則） 

第１５条 

   消費者契約の条項が不明確であるため，その

条項につき複数の解釈が可能である場合は，

消費者にとって も有利に解釈しなければな

らない。 
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（消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 
第１０条 
   民法 ，商法 （明治３２年法律第４８号）

その他の法律の公の秩序に関しない規定の
適用による場合に比し，消費者の権利を制限
し，又は消費者の義務を加重する消費者契約
の条項であって，民法第一条第二項に規定す
る基本原則に反して消費者の利益を一方的
に害するものは，無効とする。 

 
 
 
 
 
 
（事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無
効） 
第８条 
 次に掲げる消費者契約の条項は，無効とする。 
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた
損害を賠償する責任の全部を免除する条項 

二 事業者の債務不履行（当該事業者，その代表
者又はその使用する者の故意又は重大な過失
によるものに限る。）により消費者に生じた損
害を賠償する責任の一部を免除する条項 

三 消費者契約における事業者の債務の履行に
際してされた当該事業者の不法行為により消
費者に生じた損害を賠償する民法の規定によ
る責任の全部を免除する条項 

四 消費者契約における事業者の債務の履行に
際してされた当該事業者の不法行為（当該事業
者，その代表者又はその使用する者の故意又は
重大な過失によるものに限る。）により消費者
に生じた損害を賠償する民法の規定による責
任の一部を免除する条項 

五 消費者契約が有償契約である場合において，
当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある
とき（当該消費者契約が請負契約である場合に
は，当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があ
るとき。次項において同じ。）に，当該瑕疵に
より消費者に生じた損害を賠償する事業者の
責任の全部を免除する条項 

２ 前項第５号に掲げる条項については，次に掲
げる場合に該当するときは，同項の規定は，適
用しない。 

一 当該消費者契約において，当該消費者契約の
目的物に隠れた瑕疵があるときに，当該事業者
が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又
は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされ
ている場合 

 
 
 
 
 

（不当条項の効力に関する一般規定） 

第１６条 

  消費者契約の条項であって，当該条項が存在

しない場合と比較して，消費者の利益を信義誠

実の原則に反する程度に害するもの（以下「不

当条項」という。）は無効とする。    

２ 消費者契約の条項が消費者の利益を信義
誠実の原則に反する程度に害しているかど
うかの判断にあたっては，当該契約条項の
目的及び内容，当該契約の性質及び契約全
体の趣旨，同種の契約に関する任意規定が
存在する場合にはその内容等を総合考慮し
て，消費者契約法の目的に照らし判断する。
  

 
（不当条項とみなす条項） 

第１７条 

次に掲げる消費者契約の条項は，不当条項とみ

なす。 

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた

損害を賠償する責任の全部を免除する条項  

二 事業者の債務不履行（当該事業者，その代表

者又はその使用する者の故意又は重大な過失

によるものに限る。）により消費者に生じた損

害を賠償する責任の一部を免除する条項  

三 消費者契約における事業者の債務の履行に

際してされた当該事業者の不法行為により消

費者に生じた損害を賠償する民法の規定によ

る責任の全部を免除する条項  

四 消費者契約における事業者の債務の履行に

際してされた当該事業者の不法行為（当該事業

者，その代表者又はその使用する者の故意又は

重大な過失によるものに限る。）により消費者

に生じた損害を賠償する民法の規定による責

任の一部を免除する条項  

五 消費者契約が有償契約である場合において，

当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵がある

とき（当該消費者契約が請負契約である場合に

は，当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があ

るとき。以下同じ。）に，当該瑕疵により消費

者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全

部を免除する条項。ただし，次に掲げる場合を

除く。  

イ 当該消費者契約において，当該消費者契約の

目的物に隠れた瑕疵があるときに，当該事業者

が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又

は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされ

ている場合で，当該責任に基づく義務が履行さ

れた場合  
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二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他
の事業者との間の契約又は当該事業者と他の
事業者との間の当該消費者のためにする契約
で，当該消費者契約の締結に先立って又はこれ
と同時に締結されたものにおいて，当該消費者
契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに，当該
他の事業者が，当該瑕疵により当該消費者に生
じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部
を負い，瑕疵のない物をもってこれに代える責
任を負い，又は当該瑕疵を修補する責任を負う
こととされている場合 

 
 
（消費者が支払う損害賠償の額を予定する条
項等の無効） 
第９条 
 次の各号に掲げる消費者契約の条項は，当
該各号に定める部分について，無効とする。 
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の

額を予定し，又は違約金を定める条項であ
って，これらを合算した額が，当該条項に
おいて設定された解除の事由，時期等の区
分に応じ，当該消費者契約と同種の消費者
契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平
均的な損害の額を超えるもの   
当該超える部分 

二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭
の全部又は一部を消費者が支払期日（支払
回数が二以上である場合には，それぞれの
支払期日。以下この号において同じ。）ま
でに支払わない場合における損害賠償の額
を予定し，又は違約金を定める条項であっ
て，これらを合算した額が，支払期日の翌
日からその支払をする日までの期間につい
て，その日数に応じ，当該支払期日に支払
うべき額から当該支払期日に支払うべき額
のうち既に支払われた額を控除した額に年
１４．６パーセントの割合を乗じて計算し
た額を超えるもの   
当該超える部分 
 
（新設） 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 

 

ロ 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他

の事業者との間の契約又は当該事業者と他の

事業者との間の当該消費者のためにする契約

で，当該消費者契約の締結に先立って又はこれ

と同時に締結されたものにおいて，当該消費者

契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに，当該

他の事業者が，当該瑕疵により当該消費者に生

じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部

を負い，瑕疵のない物をもってこれに代える責

任を負い，又は当該瑕疵を修補する責任を負う

こととされている場合で，当該責任に基づく義

務が履行された場合 

 

六 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額

を予定し，又は違約金を定める条項。ただし，

これらを合算した額が，当該消費者契約と同種

の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ず

べき平均的な損害の額を超えない部分を除く。 

 

七 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の

全部又は一部を消費者が支払期日（支払回数が

二以上である場合には，それぞれの支払期日。

以下この号において同じ。）までに支払わない

場合における損害賠償の額を予定し，又は違約

金を定める条項であって，これらを合算した額

が，支払期日の翌日からその支払をする日まで

の期間について，その日数に応じ，当該支払期

日に支払うべき額から当該支払期日に支払う

べき額のうち既に支払われた額を控除した額

に民法が定める法定利率の２倍の割合を乗じ

て計算した額を超えるものについて，当該超え

る部分。           

 

八 契約文言の解釈，事業者の消費者に対する権

利の発生若しくは行使の要件に関する判断，又

は事業者が消費者に対して負担する責任若し

くは責任免除に関する判断について事業者の

みが行うものとする条項 

九 法令に基づく消費者の解除権を認めない条

項 

十〇 事業者が消費者に対して役務の提供を約

する契約において，当該消費者の事前の同意な

く，事業者が第三者に当該契約上の地位を承継

させることができるものとする条項 

十一 事業者が契約上，消費者に対して有する債

権を第三者に譲渡する場合に，消費者があらか

じめ異議を留めない承諾をするものとする条

項 

十二 事業者が任意に債務を履行しないこと

を許容する条項 
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（新設） 

 

 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
（新設） 
 
（新設） 
 
（新設） 
 
（新設） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 

十三 民法その他の法令の規定により無効とさ
れることがない限りという旨の文言を付記し
て， 大限に事業者の権利を拡張し又は事業者
の義務を減免することを定める条項 

 

第１８条（不当条項と推定する条項） 

  次に掲げる消費者契約の条項は，不当条項と

推定する。 

一 消費者の一定の作為又は不作為により，消費

者の意思表示がなされたもの又はなされなか

ったものとみなす条項 

二 一定の事実があるときは，事業者の意思表示

が消費者に到達したものとみなす条項 

三 事業者に対し，契約上の給付内容又は契約条

件を一方的に決定又は変更する権限を付与す

る条項 

四 消費者が事業者からの一方的な追加担保の

要求に応じなければならないとする条項 

五 事業者の保証人に対する担保保存義務を免

除する条項 

六 消費者の利益のために定められた期限の

利益を喪失させる事由（民法第１３７条各号

に掲げる事由その他消費者に信用不安が生

じたと客観的に認められるような事由を除

く。）を定めた条項 
七 事業者の消費者に対する消費者契約上の

債務の履行責任その他法令上の責任を制限

する条項（第１７条第１号から第５号までの

規定に該当する場合を除く。 
八 事業者が契約の締結又は債務の履行のた

めに使用する第三者の行為について事業者

の責任を制限し又は免除する条項（第１７条

第１号から第５号までの規定に該当する場

合を除く。） 

九 消費者の権利行使又は意思表示について，事

業者の同意，対価の支払，その他要式又は要件

を付加する条項 

十〇 消費者契約が終了した場合における事業

者の消費者に対する原状回復義務，清算義務を

減免する条項 

十一 消費者に債務不履行があった場合に，事業

者に通常生ずべき損害の金額を超える損害賠

償の予定又は違約金を定める条項 

十二 民法第２９５条，第５０５条又は第５３３

条に基づく消費者の権利を制限する条項。ただ

し，民法その他の法令の規定により制限される

場合を除く。 
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（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
 
（新設） 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十三 法令に基づく消費者の解除権を制限する

条項 
十四 期間の定めのない継続的な消費者契約に
おいて，事業者に対し，解約申し入れにより直
ちに消費者契約を終了させる権限を付与する
条項 

十五 事業者の証明責任を軽減し，又は消費者の
証明責任を加重する条項 

十六 管轄裁判所を事業者の住所地又は営業所
所在地に限定する条項，法律上の管轄と異なる
裁判所を専属管轄とする条項その他消費者の
裁判を受ける権利を制限する条項 

十七 他の法形式を利用して，この法律又は
公の秩序若しくは良俗に関する法令の規定
の適用を回避する条項 

 
（不当条項の効果） 
第１９条 
  不当条項に該当する消費者契約の条項は，当

該条項全体を無効とする。ただし，この法律
その他の法令に特別の定めがある場合又は当
該条項全体を無効とすることが消費者の利益
に反することとなる場合は，この限りではな
い。   

２ 前項の場合においても，当該消費者契約
の他の条項は効力を妨げられない。ただし，
当該条項が無効であった場合には当該消費
者が当該消費者契約を締結しなかったもの
と認められる場合，当該消費者契約は無効
とする。 

 
（不当条項使用行為と損害賠償義務） 
第２０条 
事業者が，不当条項を含む消費者契約の申込み

又はその承諾の意思表示を行ったことによって
消費者の権利又は利益を侵害した場合には，当該
消費者は，当該事業者に対し，これによって生じ
た損害の賠償を請求することができる。ただし，
当該事業者に故意又は過失がない場合は，この限
りでない。 
 
（消費者契約の取消し及び無効の効果） 
第２１条 
  この法律の規定により消費者契約が取り消
され，又は無効となる場合は，消費者は，その
契約によって現に利益を受けている限度にお
いて，返還の義務を負う。 

２ 前項の場合において，事業者が行った行為の
態様，消費者が受けた不利益の内容及び程度，
当該消費者契約の性質及び内容等を総合考慮
して信義誠実の原則に反すると認められると
きには，当該事業者は，当該消費者に対し，利
益の全部又は一部について返還を請求するこ
とができない。 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（複数契約の取消し，無効及び解除） 

第２２条 

  一の消費者が締結した複数の消費者契約に

ついて，各契約の目的が相互に密接に関連して

おり，社会通念上いずれかの契約が存在するだ

けでは契約を締結した目的が全体として達成

することができない場合であって，各契約の相

手方である事業者がそれを知っているときは，

消費者は一の消費者契約の取消原因又は無効

原因に基づき，複数の消費者契約全部の取消し

又は無効を主張することができる。 

２ 一の消費者が締結した複数の消費者契約に

ついて，各契約の目的が相互に密接に関連して

おり，社会通念上いずれかの契約が履行された

だけでは契約を締結した目的が全体として達

成することができない場合であって，各契約の

相手方である事業者がそれを知っているとき

は，消費者は一の消費者契約の解除原因に基づ

き，複数の消費者契約全部の解除を主張するこ

とができる。 

 

（継続的契約の中途解約権） 

第２３条 

  消費者は，次の各号に該当する消費者契約

を，事業者に対し相当な期間を定めて通知する

ことによって，将来に向かって解約することが

できる。 

一 事業者が消費者に対し，有償で２か月以上

の期間にわたり継続して役務を提供し，消費者

がこれを受領する契約   

二 事業者が消費者に対し，有償で２か月以上

の期間にわたり継続して役務を提供する権利

を販売し，消費者が当該権利を購入する契約 

三 事業者が消費者に対し，有償で２か月以上

の期間にわたり継続して物品等を販売し，消費

者が当該物品等を購入する契約   

四 事業者が消費者に対し，有償で２か月以上

の期間にわたり物品を賃貸し，消費者が当該物

品を借り受ける契約 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 

 

２ 事業者は，前項の規定による中途解約がされ

た場合，消費者に対し，その名目を問わず，解

約手続に必要な事務手数料及び契約期間１か

月分の対価（当該消費者契約の性格に照らして

合理的に考えられる 小区分の契約期間が１

か月未満の場合には，その 小区分の契約期間

の対価とする。）を上回る金銭の支払を請求す

ることはできない。 

３ 第１項に規定する中途解約権を認めない消

費者契約の条項は不当条項とみなす。 

４ 第１項に規定する中途解約権を制限する消

費者契約の条項及び中途解約時に第２項に規

定する金額を上回る金銭の支払を定める消費

者契約の条項は，不当条項と推定する。 

 

（目的物交付前解除権） 

第２４条 

  消費貸借契約の貸主が事業者であり，借主が

消費者である場合には，借主は，消費貸借の目

的物の交付を受けるまでは，契約の解除をする

ことができる。 

２ 貸主は，前項の規定による解除がなされた場

合，消費者である借主に対し，これに基づく損

害賠償請求をすることができない。 

３ 前２項の規定に反する消費者契約の条項は

不当条項と推定する。 

 
（期限前弁済） 

第２５条 

  貸主が事業者で借主が消費者である消費貸

借契約においては，当事者が返還の時期を定め

た場合であっても，借主はいつでも返還をする

ことができる。 

２ 前項の規定により，借主から返還時期の前に

返還がなされた場合であっても，貸主は借主に

対し，これに基づく損害賠償請求をすることが

できない。 

３ 前２項の規定に反する消費者契約の条項は

不当条項と推定する。 
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（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
（他の法律の適用） 
第１１条 
 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表

示の取消し及び消費者契約の条項の効力に
ついては，この法律の規定によるほか，民
法及び商法 の規定による。 

２ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思
表示の取消し及び消費者契約の条項の効力
について民法及び商法以外の他の法律に別
段の定めがあるときは，その定めるところ
による。 

 
 
（新設） 
 
 
 
 
 

 

（抗弁権の接続） 
第２６条 
  消費者が事業者との間で有償の契約を締結
するに伴い，当該消費者がその対価の全部又は
一部の支払いに充てるため，当該事業者とは異
なる事業者（以下「貸主」という。）との間で
金銭消費貸借契約を締結する場合であって，当
該有償契約と当該金銭消費貸借契約の目的及
び締結の過程に牽連性が認められるときは，当
該消費者は，当該有償契約において事業者に対
して生じている事由をもって貸主に対する債
務の弁済を拒むことができる。 

２ 前項の規定に反する消費者契約の条項は無
効とする。 

３ 前２項の規定は，金銭消費貸借契約と実質的
に同一の機能を有する与信契約に準用する。 

  
（賃貸借契約における原状回復義務を加重する
条項の無効） 
第２７条 

 賃借人が消費者で賃貸人が事業者である賃
貸借契約において，賃貸借契約の終了に伴う目
的物の返還に際して，自然損耗又は通常損耗
によって目的物に生じた変化について消費者
に補修義務を負わせる契約条項は，無効とす
る。 

 
（他の法律の適用） 
第２８条 
  消費者契約の申込み又はその承諾の意思表
示の取消し及び消費者契約の条項の効力につ
いては，この法律の規定によるほか，民法及び
商法の規定による。 

２ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表
示の取消し及び消費者契約の条項の効力につ
いて民法及び商法以外の法律に別段の定めが
あるときは，その定めるところによる。 

 
 
（事業者間契約への準用） 
第２９条 

事業者間の契約であっても，事業の規模，事
業の内容と契約の目的との関連性，契約締結の
経緯その他の事情から判断して，一方の事業者
の情報の質及び量並びに交渉力が実質的に消
費者と同程度である場合には，当該契約におい
ては当該事業者を第２条第１項の消費者とみ
なし，この法律の規定を準用する。 

 

 




